
１４日（月） １５日（火） １６日（水） １７日（木） １８日（金） １９日（土） ２０日（日） 期間中 期間外

時間

行事名 第一生命株式会社下北営業
オフィス住警器パンフレット配付

場所・対象 下北管内の第一生命顧客

人数 営業所オフィスレディー

計画内容 第一生命株式会社下北営業
オフィスで、担当顧客を訪問
した際に、住宅用火災警報
器のパンフレット配付、設置
や交換時期等の説明を実施
するもの。

時間 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ １０：３０～１１：００ １４日（月）～２０日（日） １３日（日）８：３０～

行事名 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問 住宅用火災警報器設置調査 立入検査 防火の呼びかけ 火災予防広報 防火パレード

場所・対象 金曲二丁目、三丁目 金曲二丁目、三丁目 むつ消防署管内一般住宅
みちのく荘施設
（十二林、金谷）

ユニバース柳町店 管内 管内

人数 署員 署員 署員 署員
署長・署員

　柳町ひまわり幼年消防クラブ 署員・消防団

計画内容 一般住宅等における住
宅用火災警報器の設置
状況の調査及び設置済
みの世帯に対し維持管
理の周知を目的とする。

一般住宅等における住
宅用火災警報器の設置
状況の調査及び設置済
みの世帯に対し維持管
理の周知を目的とする。

無作為に抽出したむつ
消防署管内の一般住宅
（共同住宅、長屋含む）
の住宅用火災警報器の
設置状況の調査を実施
する。約４５世帯調査

むつ消防署管内の防火
対象物の立入検査を実
施し、消防用設備等の
適正な維持管理の徹底
及び防火管理体制の充
実を図る。

ユニバース柳町店におい
て、幼年消防クラブ員によ
る防火の呼びかけを実施
し、広く市民に火の用心を
呼びかける事により、クラブ
員に幼少期から火災予防
に対する関心を持たせると
ともに、クラブ員の活動を
見守る多くの市民に火災
予防思想の普及を図る。

・防火パトロールの実施。
・庁舎前看板設置。
・庁舎屋上パネル設置。
・庁舎前火の用心旗設置。
・消防車両に広報用マグネッ
　トシート貼付。
・むつ市LINE、むつ市X、広
報むつ４月号掲載　による広
報を実施。

むつ消防署・大湊消防署・消
防団合同で消防車両による
街頭宣伝パレードを実施し、
市民への火災予防思想の普
及に努める。

時間 １３：３０～ 　

行事名 立入検査

場所・対象
となみ療護園

となみ療護園横迎町ホーム

人数 署員

計画内容 むつ消防署管内の防火
対象物の立入検査を実
施し、消防用設備等の
適正な維持管理の徹底
及び防火管理体制の充
実を図る。

下北地域広域行政事務組合消防本部

令 和 ７ 年 春 の 火 災 予 防 運 動 行 事 計 画
統一防火標語『 守りたい　未来があるから　火の用心 』
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１４日（月） １５日（火） １６日（水） １７日（木） １８日（金） １９日（土） ２０日（日） 期間中 期間外

下北地域広域行政事務組合消防本部

令 和 ７ 年 春 の 火 災 予 防 運 動 行 事 計 画
統一防火標語『 守りたい　未来があるから　火の用心 』

時間 9：00～ 9：00～ 9：00～ 9：00～ 9：00～ 終日 13日(日)9：00～

行事名 立入検査 立入検査 立入検査 立入検査 未把握対象物調査 掲示物による広報 防火パレード

場所・対象 16項イ・ロ 16項イ・ロ 16項イ・ロ 16項イ・ロ 管内全域 管内各所 管内

人数 分署(2) 分署(2) 分署(2) 分署(2) 分署(４) 分署 分署・消防団

計画内容 複合用途防火対象物に対
する立入検査を実施し、消
防法違反の是正を図るとと
もに、防火安全対策の徹
底を図る。

複合用途防火対象物に対
する立入検査を実施し、消
防法違反の是正を図るとと
もに、防火安全対策の徹
底を図る。

複合用途防火対象物に対
する立入検査を実施し、消
防法違反の是正を図るとと
もに、防火安全対策の徹
底を図る。

複合用途防火対象物に対
する立入検査を実施し、消
防法違反の是正を図るとと
もに、防火安全対策の徹
底を図る。

管内全域において、未把
握対象物調査を実施する
とともに、関係者に対して
火災予防広報を行う。

期間中、車両マグネット
シート、のぼり旗、ポス
ター、立て看板等により
「火の用心」「火災予防運
動実施中」の広報を行う。

分署・団合同での出動式、
機械器具点検、防火パ
レードを実施。火災多発期
へ向けた士気高揚と、管
内住民への火災予防運動
広報を行う。

時間 9：00～ 9：00～ 9：00～ 9：00～ 18：30～19：30

行事名 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問 ひとり暮らし高齢者宅等防火診断 住宅用火災警報器設置状況等調査 夜警巡回

場所・対象 新町(川内・砂浜)地区 新町(川内・砂浜)地区 谷地町地区 管内各所

人数 分署(4)、婦人防火クラブ員 分署(4)、婦人防火クラブ員 分署(2)、民生委員 分署(4) 婦人防火クラブ員

計画内容 対象地区の一般住宅を訪
問し刊行物の配布及びア
ンケート調査を通じて火災
予防広報と住宅用火災警
報器設置、維持管理状況
の確認及び啓発を行う。

対象地区の一般住宅を訪
問し刊行物の配布及びア
ンケート調査を通じて火災
予防広報と住宅用火災警
報器設置、維持管理状況
の確認及び啓発を行う。

民生委員と協力し、高齢者
等の要援護者の把握及び
住宅訪問により防火対策と
焼死者発生防止を図る。

無作為抽出世帯に対して
電話での聞き取り及び対
面併用にて調査を実施。
住宅用火災警報器の設置
徹底、適切な維持管理及
び経年劣化した住宅用火
災警報器の交換の推進を
図る。

管内婦人防火クラブ員に
よる各地区の夜警巡回を
実施し、管内住民への火
災予防広報を実施する。

時間 9：00～11：00 9：00～11：00 9：00～11：00 9：00～11：00 9：00～11：00 ４月１３日（日）7：30～

行事名 防火対象物立入検査 対象物立入検査 対象物立入検査 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問 火災予防広報 火災防ぎょ訓練

場所・対象 管内対象物 管内対象物 管内対象物 新井田・黒岩・寄浪地区 新井田・黒岩・寄浪地区 管内
滝山地区生活福祉

センター

人数 分署（２）対象物関係者 分署（２）対象物関係者 分署（２）対象物関係者 分署（４） 分署（４） 分署・消防団

計画内容 消防法4条並びに年間査
察計画に基づき立入検査
を実施する。

消防法4条並びに年間査
察計画に基づき立入検査
を実施する。

消防法4条並びに年間査
察計画に基づき立入検査
を実施する。

住宅用火災警報器設置率
向上、更新促進を目的とし
実施する。

住宅用火災警報器設置率
向上、更新促進を目的とし
実施する。

消防車両に広報用マグ
ネットを貼り付け防火パト
ロールを実施。のぼり旗、
防火ポスターの掲示や広
報紙を配付予定。

消防団と合同で防ぎょ訓
練を実施し、火災発生時
の迅速な行動と、各隊の
連携及び防ぎょ技術の向
上に努め、火災等による被
害の軽減を図る。

時間 9：00～11：00 9：00～11：00 ４月１３日（日）8：50～

行事名 高齢者一人暮らし防火訪問 高齢者一人暮らし防火訪問 消防団機械器具点検

場所・対象 新井田・黒岩・寄浪地区 新井田・黒岩・寄浪地区 むつ市役所脇野沢庁舎

人数 分署（２） 分署（２） 脇野沢消防団

計画内容 一般住宅防火訪問と併せ
実施。
高齢者世帯の火気取扱状
況の点検及び避難方法等
を確認し防火安全対策を
向上させる。

一般住宅防火訪問と併せ
実施。
高齢者世帯の火気取扱状
況の点検及び避難方法等
を確認し防火安全対策を
向上させる。

車両、機械器具の点検を
行い災害発生時に備え
る。

む
つ
消
防
署
脇
野
沢
消
防
分
署

 
む
つ
消
防
署
川
内
消
防
分
署



１４日（月） １５日（火） １６日（水） １７日（木） １８日（金） １９日（土） ２０日（日） 期間中 期間外

下北地域広域行政事務組合消防本部

令 和 ７ 年 春 の 火 災 予 防 運 動 行 事 計 画
統一防火標語『 守りたい　未来があるから　火の用心 』

時間 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 9:00～11:00 期間内 4月13日（日） 6:30～

行事名 避難行動要支援者防火訪問 避難行動要支援者防火訪問 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問
住宅用火災警報器設置

状況調査
住宅用火災警報器設置

状況調査
看板・のぼり旗設置、
ポスター掲示等広報

火災防ぎょ訓練

場所・対象 旭町 旭町 山田町一部 山田町一部 管内 管内 管内 青森県立むつ工業高等学校

人数 民生委員（1）、署（2） 民生委員（1）、署（2） 署（6） 署（6） 署（2） 署（2） 署員、消防団

計画内容 高齢者世帯の火気取扱場
所の点検と避難方法等を
確認し、安全対策を指導
する。
住警器設置率を調査する
とともに設置を促進する。

高齢者世帯の火気取扱場
所の点検と避難方法等を
確認し、安全対策を指導
する。
住警器設置率を調査する
とともに設置を促進する。

一般住宅を訪問し、住警
器を含む住宅防火対策状
況を調査するとともに、火
災予防パンフレット等配付
により火災予防啓発を行
う。山田町は世帯数が多い
ため、春秋に分け実施予
定。

一般住宅を訪問し、住警
器を含む住宅防火対策状
況を調査するとともに、火
災予防パンフレット等配付
により火災予防啓発を行
う。。山田町は世帯数が多
いため、春秋に分け実施
予定。

管内の住警器設置率を調
査するため予め選定した
25世帯を対象に防火訪問
を実施。在宅率を考慮し週
末の二日間で実施。

管内の住警器設置率を調
査するため予め選定した
25世帯を対象に防火訪問
を実施。在宅率を考慮し週
末の二日間で実施。

庁舎壁面パネル看板を設
置、敷地内にのぼり旗を設
置する。
管内主要防火対象物にお
いて防火ポスターを掲示
する。職員は業務出向時
に腕章を着用する。

青森県立むつ工業高等学
校を出火建物と想定し、大
湊署、大湊分団合同で防
ぎょ訓練を実施する。

時間 4月13日（日）

行事名 防火パレード

場所・対象 管内

人数 署車両、団車両

計画内容 消防署、消防団合同でむ
つ～大湊地区において防
火パレードを行い、市民に
火災予防の広報、啓発を
行う。

時間 9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00 9：30～12：00 期間中 ４月１３日（日）8：00～8：30

行事名 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問 防火対象物予防査察 防火対象物予防査察 高齢者宅等防火訪問 火災予防広報 火災防ぎょ訓練

場所・対象 中島町内会　16８世帯 中島町内会　16８世帯 管内対象物 管内対象物 未定 管内 未定

人数 署（6） 署（6） 署（4） 署（4）
署（2）、民生委員、大畑庁舎、
社協、東北電力、下北LPG協会
各１～２名

署（20）、団（100）

計画内容 住宅用火災警報器の設
置、維持管理、火気取扱
いの注意喚起、感震ブ
レーカー普及啓発、老朽
化消火器の事故防止等に
ついて、玄関先で対面で
火災予防指導を行う。
留守世帯には防火広報パ
ンフレットを配付する。

住宅用火災警報器の設
置、維持管理、火気取扱
いの注意喚起、感震ブ
レーカー普及啓発、老朽
化消火器の事故防止等に
ついて、玄関先で対面で
火災予防指導を行う。
留守世帯には防火広報パ
ンフレットを配付する。

対象物の位置、構造、設
備及び管理の状況を検査
し、火災予防指導を行う。

対象物の位置、構造、設
備及び管理の状況を検査
し、火災予防指導を行う。

関係機関とともに、一人暮
らし高齢者宅等を訪問し、
火気取り扱い場所の点検
や避難方法の指導等を実
施し、より安全に生活でき
るよう指導する。

町内会、事業所へポスター配
布し掲示を依頼する。

消防庁舎屋上に『火災予防
運動実施中』パネル、署前に
立て看板及びのぼり旗を設
置する。

大畑小学校と正津川小学校
から募集した防火ポスターコ
ンテストへの出品作品をマエ
ダストア大畑店に展示する。

大畑消防団と合同で防
ぎょ訓練を行い、各部隊相
互の連携と防ぎょ技術の
向上を図る。

時間 期間中 4月１３日（日）午前中 ４月１３日（日）9：00～9：30

行事名 住警器の設置状況調査 防火ポスター表彰式 防火パレード

場所・対象 管内 大畑消防署訓練室 管内

人数 大畑消防署員
入選者等、団長、副団長3名、
署長、副署長 署（2）、団（24）

計画内容 令和7年1月23日付けで予
防課から依頼のあった「住
警器の設置状況等調査に
ついて」、調査対象となっ
た世帯に対してアンケート
を実施する。
また、調査世帯に対して、
住警器の維持管理などの
説明を行い、予防広報に
努める。

管内の２つの小学校から
募集した、防火に関するポ
スター作品の中で特に優
秀な作品を選び、消防車
両に１年間プリントし火災
予防広報を行い防火意識
の高揚を図る。火災予防
運動にあわせて表彰式を
行い、車両ポスターのお披
露目をする。

消防署、消防団車両によ
り、管内の防火パレードを
行い、地域住民の防火意
識の高揚を図る。
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１４日（月） １５日（火） １６日（水） １７日（木） １８日（金） １９日（土） ２０日（日） 期間中 期間外

下北地域広域行政事務組合消防本部

令 和 ７ 年 春 の 火 災 予 防 運 動 行 事 計 画
統一防火標語『 守りたい　未来があるから　火の用心 』

時間 １０：００～１０：３０ ９：００～１１：３０ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ ９：００～１１：００ １３日（日）

行事名 下風呂旅館組合避難訓練 防火査察 高齢者宅防火診断 一般家庭防火訪問 一般家庭防火訪問
住宅用火災警報器
設置状況等調査

火災予防広報 防火パレード

場所・対象 旅館組合（下風呂地区） ５項イ・16項イ 管内高齢者 管内 管内 管内 管内 管内

人数 分署（６）、旅館組合 分署（６） 分署（４） 分署（４） 分署（４） 分署（４） 分署・消防団 団、役場、婦防、分署

計画内容 下風呂旅館組合を対象に
夜間を想定した避難訓練
を実施する。

防火管理体制の指導及び
消防用設備等の維持管理
並びに点検結果報告の徹
底、災害時の避難体制の
確立を図る。

管内の高齢者宅を訪問
し、住宅内の火元を確認
するとともに、火の取扱い
に注意するよう呼びかけ
る。

管内の一般家庭を訪問
し、住宅用火災警報器の
設置普及を促進するととも
に、火の取扱いに注意す
るよう呼びかける。

管内の一般家庭を訪問
し、住宅用火災警報器の
設置普及を促進するととも
に、火の取扱いに注意す
るよう呼びかける。

住宅用火災警報器設置状
況等調査対象世帯を訪問
し、住宅用火災警報器の
設置普及を促進するととも
に、火の取扱いに注意す
るよう呼びかける。

防火パトロール、看板、の
ぼり旗設置、広報紙、防災
無線により本運動の周知
徹底を図る。

火災予防運動の周知徹底
と防火意識の高揚を図る
ため、車両６台によるパ
レード及び役場職員と合
同で村民の火災予防思想
普及に努める。

時間 9：30～ 9：30～ 9：30～ 8:00～

行事名 予防査察 予防査察 予防査察 火災予防広報 防火パレード

場所・対象 管内対象物 管内対象物 管内対象物 管内全域 管内全域

人数 署（２） 署（２） 署（２） 署・消防団

計画内容 管内対象物を査察し、消
防用設備等の維持管理の
徹底及び防火管理体制の
充実を図る。

管内対象物を査察し、消
防用設備等の維持管理の
徹底及び防火管理体制の
充実を図る。

管内対象物を査察し、消
防用設備等の維持管理の
徹底及び防火管理体制の
充実を図る。

管内要所にポスター及び
看板を掲示し、地域住民
に火災予防運動の趣旨徹
底と警火心の高揚を図る。
防災業務無線を活用し地
域住民に防火を呼びかけ
るとともに、火災予防運動
の趣旨徹底を図る。広報
誌に火災予防運動の記事
を掲載し住民に火災予防
運動の趣旨徹底を図る。

大間消防署、大間町消防
団合同で防火パレードを
実施し、地域住民に火災
予防運動を周知させるとと
もに警火心の高揚を図る。

時間 8:40～ 8:40～ 8:40～

行事名 一般家庭防火訪問 一般家庭防火訪問 一般家庭防火訪問 火災防御訓練

場所・対象 管内全域 管内全域 管内全域 未定

人数 署員 署員 署員 未定

計画内容 未設置宅を対象とした一
般家庭防火訪問を実施
し、住宅用火災警報器の
設置の徹底、適切な維持
管理の方法、経年劣化し
た住宅用火災警報器の交
換の推進を図る。

未設置宅を対象とした一
般家庭防火訪問を実施
し、住宅用火災警報器の
設置の徹底、適切な維持
管理の方法、経年劣化し
た住宅用火災警報器の交
換の推進を図る。

未設置宅を対象とした一
般家庭防火訪問を実施
し、住宅用火災警報器の
設置の徹底、適切な維持
管理の方法、経年劣化し
た住宅用火災警報器の交
換の推進を図る。

火災が発生しやすい時季
を迎えるにあたり、火災防
御訓練を実施し、早期の
延焼防止、火勢に対する
有効な筒先部署及び中継
送水体制の確率により火
災による被害を軽減するこ
とを目的とする。
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１４日（月） １５日（火） １６日（水） １７日（木） １８日（金） １９日（土） ２０日（日） 期間中 期間外

下北地域広域行政事務組合消防本部

令 和 ７ 年 春 の 火 災 予 防 運 動 行 事 計 画
統一防火標語『 守りたい　未来があるから　火の用心 』

時間 １０：００～１１：００ ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００

行事名
防火歩行パレード 防火対象物立入検査 防火対象物立入検査 防火対象物立入検査 一般家庭防火訪問 一般家庭防火訪問 火災予防広報

場所・対象
管内 管内 管内 管内 管内 管内 管内

人数
分署、消防団

幼年消防クラブ（１３）
分署（４） 分署（４） 分署（２） 分署（４） 分署（４）

計画内容 佐井村保育所幼年少年ク
ラブと火の用心を呼びかけ
ながら防火歩行パレードを
行い火災予防運動の周知
を行う。また、こども達の防
火に対する学びを育み、
地域住民の防火意識の高
揚を図る。

防火対象物立入検査を行
い、消防用設備等の適切
な維持管理の徹底を図る。
火気の使用状態や避難口
の物品存置等を確認し施
設の安全性を確保する。

防火対象物立入検査を行
い、消防用設備等の適切
な維持管理の徹底を図る。
火気の使用状態や避難口
の物品存置等を確認し施
設の安全性を確保する。

防火対象物立入検査を行
い、消防用設備等の適切
な維持管理の徹底を図る。
火気の使用状態や避難口
の物品存置等を確認し施
設の安全性を確保する。

一般家庭の防火訪問を行
い、火気の使用状況や、
住宅用火災警報器の設置
や維持管理の指導を行う。
また、消火器や住宅用火
災警報器販売等の消防職
員を装った詐欺予防につ
いても説明する。

一般家庭の防火訪問を行
い、火気の使用状況や、
住宅用火災警報器の設置
や維持管理の指導を行う。
また、消火器や住宅用火
災警報器販売等の消防職
員を装った詐欺予防につ
いても説明する。

火災予防看板の設置、村
広報誌、防災無線及び告
知端末を活用し火災予防
運動の周知と防火意識の
高揚に努める。

時間 ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００ ９：００～１２：００

行事名
消火器取扱い訓練 消火器取扱い訓練 一人暮らし世帯防火訪問 山火事防止パレード

場所・対象
大佐井地区 福浦地区 管内 管内

人数 分署（２） 分署（２） 分署（２）

計画内容 初期消火及び避難時の注
意事項を説明し防火対策
の徹底に努める。

初期消火及び避難時の注
意事項を説明し防火対策
の徹底に努める。

一人暮らし世帯の防火訪
問を行い、火気の使用状
況や、住宅用火災警報器
の設置や維持管理の指導
を行う。また、消火器や住
宅用火災警報器販売等の
消防職員を装った詐欺予
防についても説明する。

関係機関と合同で管内の
山火事防止を広報しなが
らパレードを行う。

時間 ９：00～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ 18：30～19：30

行事名 通常点検、出動式、広報巡回 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問 一般住宅防火訪問 夜警巡回

場所・対象 東通消防署、村内全域 村内各地域 村内各地域 村内各地域 村内全域

人数 署員・消防団・役場（４０） 署（１４） 署（１４） 署（１４） 署（２）

計画内容 ・東通消防署前で出動式
を行い、管内全域で消防
車による広報巡回を実施。
地域住民への防火意識の
高揚を図り、火災予防の重
要性を呼び掛ける。

・一般住宅を訪問し、火気
の正しい使用方法を説明
する等火災予防意識の向
上を図る。
・消火器、住宅用火災警報
器の設置確認、経過年数
調査及び作動試験を実施
し、未設置、未警戒部分に
は更なる設置促進を図る。

・一般住宅を訪問し、火気
の正しい使用方法を説明
する等火災予防意識の向
上を図る。
・消火器、住宅用火災警報
器の設置確認、経過年数
調査及び作動試験を実施
し、未設置、未警戒部分に
は更なる設置促進を図る。

・一般住宅を訪問し、火気
の正しい使用方法を説明
する等火災予防意識の向
上を図る。
・消火器、住宅用火災警報
器の設置確認、経過年数
調査及び作動試験を実施
し、未設置、未警戒部分に
は更なる設置促進を図る。

・村内全域で夜警巡回を
実施し、火災発生防止に
努める。

時間 期間中

行事名 啓発・広報活動

場所・対象 村内全域

人数

計画内容 ・消防車両に火災予防マ
グネット貼付、防災無線及
び村内広報誌による火災
予防運動広報活動。村内
各所に看板、ポスター、桃
太郎旗を設置し防火意識
の高揚を図る。
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